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「豊かに たくましく 生きる子の育成」～たしかな学力・豊かな心・健やかな体～ 

入学式・始業式の日にはとても冷たい風が吹いていたのに，一気に初夏の光まぶしい季節になりました。

中庭や校庭の木々も，この時期だけの瑞々しい緑色をまとっています。このひと月，子どもたちは年度当初

の高揚感と期待感，緊張感の中で精一杯過ごしました。どうぞ，連休中は子どもたちがゆったり過ごせるよう

にしながらも，起床・就寝の生活リズムが崩れないように留意してお過ごし下さい。また，外出される時には，

事故や事件に遭わないように，大人も子どもも十分お気をつけ下さい。 

さて，本校では「豊かに たくましく 生きる子の育成」を目標に，「たしかな学力・豊かな心・健やかな体」

を育てていきたいと考えております。21 世紀を生きる子ども達に，たくましく豊かに生きるための知恵や実践

的態度を身に付けさせ，社会性や自律性，創造性を存分に伸ばし，自己の生活の中で発現できるようにす

ることが義務教育の使命だと考えております。保護者・地域の皆さまと共に汗しながら育む共育を進めて参

りたいと思いますので，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

日 曜 学 校 行 事    ＜ Ｐ Ｔ Ａ ・ 支 部 等 ＞ 

1 金 聴力検査２年 まなび教室開講式（中間） 家庭訪問３日目 木曜校時５時間授業     放課後まなび教室 

2 土   

3 日  憲法記念日 

4 月  みどりの日 

5 火  こどもの日 

6 水  振替休日 

7 木 フッ化物  家庭訪問４日目 木曜校時５時間授業   聴力検査１年     放課後まなび教室 

8 金 ③たてわり結団式 家庭訪問５日目 木曜校時５時間授業 聴力検査たんぽぽ       放課後まなび教室                 

9 土            

10 日     

11 月 あいさつ運動（15 日まで）なかま週間 部活開講式(中間) ⑥委員会                  

12 火 ③1 年生を迎える会 修学旅行説明会 16:00 （和室） 

13 水 安全の日  眼科検診                      放課後まなび教室                                   

14 木 フッ化物 校外学習 2 年たんぽぽ ⑥補習低 歯科検診 4・6 年    放課後まなび教室                             

15 金 心電図検査１年 午前中授業 13:30 下校              放課後まなび教室                 

16 土                               

17 日 
 

18 月 ⑥クラブ活動開始 

19 火 読み聞かせ 支部育成学級交流会（松陽小）みさきの家説明会 16:00(和室)                  

20 水 内科検診たんぽぽ,4,6 年                                      放課後まなび教室 

21 木 フッ化物 検尿１日目 午前中授業 13:30 下校（ただし 4-3 は 14:40 下校）   放課後まなび教室 

22 金 社会見学 3年 検尿２日目 内科検診 1,5 年 ⑥補習高 2 年た校外学習予備日 放課後まなび教室 

23 土                    

24 日                         

25 月 ⑥クラブ活動                      

26 火 社会見学 4 年 耳鼻科検診た,2,5,6 年 桂川中ブロックなかよし会（於:川岡東小）                  

27 水 耳鼻科検診 1,3,4 年 桂川中チャレンジ体験（6/2 日まで）      放課後まなび教室          

28 木 フッ化物 ②③さつまいも植付け（た,2 年） ⑥補習低       放課後まなび教室 

29 金 色覚検査                 ⑥補習高       放課後まなび教室                     

30 土 土曜参観                          

31 日                           

＜６月の主な予定＞6/1 代休日 6/3 スチューデントボランティア説明会  6/4,5 修学旅行 

  6/4 給食試食会 6/6 土曜学習  6/12,13,14 みさきの家  6/15,16 代休日 4年 

 6/16 スチューデントシティ 5年 6/24 学習発表会 2年  6/30 避難訓練 

（水慣れ・水泳指導は 6月上旬からの予定,土曜参観時に水着の業者販売予定） 

 川岡校の「５つの行動目標」 

子どもが安心して学業に励んだり，学校生活を楽しんだりするには，学校が子どもにとって安心・安

全で居心地のよい場所であることがとても大切です。「安心・安全で居心地がよい学校」は，子どもの命

や人権や学習権を守ります。子供の言葉で言えば「学校が楽しい」「勉強がよくわかる」となるでしょう。 

このような学校にするために，教育・指導のソフト面，施設・設備のハード面，の整備・充実を図って

いきたいと思いますが，最大の教育環境は「人」であることをふまえ，児童には以下の５つの行動目標を

今年度も徹底していきたいと思います。さらに，今年は学校でできるようになったことを家庭や地域で発

揮できることを目指しますので，ご家庭でもお声かけをよろしくお願いいたします。 

■１■ 笑顔であいさつ 

（挨拶は社会の窓，挨拶は心と心の握手，最近では「あいさつの川岡」と呼ばれることも。） 

■２■ 聴く態度・聴く姿勢 

（「静かにしてください！」の無い集会，「聴く」ことは相手を大切にする尊い行為。） 

■３■ ５分前行動 

（朝，中間，昼の休み時間も時計を見て５分前には教室に帰るので，45 分間しっかり授業ができる。） 

■４■ 安全歩行 

（廊下を走らないことは，けがをしない・させない第一歩。自分も相手も大切にしていること。） 

■５■ 清掃活動 

（「役割・責任を果たす」ということが端的に体験できる活動，毎日の積み重ねで自律性を育成） 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月は「憲法月間」です。  
身近な人権について考えましょう。 

５月３日は憲法記念の日です。昭和２２年５月に現在の「日本国憲法」が施行された

ことにちなんで，５月は「憲法月間」と制定されました。 

憲法では，人間が人間として尊ばれ，人間らしく生きるために誰もが生まれながらに

して持っている権利「基本的人権」は侵すことのできない永久の権利，として国民に保

障されています。 

本校では，身近な人権について考える人権教育をはじめ，あらゆる教育活動を通して

人権を守る態度や意欲をはぐくみ，人権に関わる問題解決のために行動できる力を培っ

ています。安心して過ごせる学校・学級の中で，子どもたち一人一人が自尊感情を高め

つつ，お互いを尊重し，お互いのよさや可能性を認め合える仲間づくりを通して，人権

という普遍的文化の担い手の育成を目指します。 

このような子ども達が自らの人権感覚を高めて 

いくためには，家庭での親子のコミュニケーション 

の中での人権感覚も重要であります。この機会に身 

近な人権について家庭内で話題にしていただければ 

と思います。   

 

 

＜台風等の対応について（お知らせ）＞保存版  

台風等により，『暴風警報』が発令された場合，学校は『臨時休業』

となります。 

 台風等により京都府南部（京都亀岡）地方に，午前７時現在『暴風警報』が発令され

ている場合は，下記のような処置をとりますので，テレビ・ラジオ・インターネット等

の報道に注意してください。 

記 

①午前 ７時までに解除になった場合…平常授業をします。 

②午前 ９時までに解除になった場合…３校時（10 時 45 分）から授業をします。 

③午前１１時までに解除になった場合…５校時（13 時 45 分）から授業をします。 

 （給食は中止。また，木曜日のみ５校時開始時刻が 13 時 25 分になります。） 

④午前１１時現在，『暴風警報』が発令中の場合…臨時休業となり家庭で 

                      気をつけて過ごします。 

 『大雨警報』『洪水警報』については，発令されても平常通り授業を行います。 

 どの場合も，すべて集団登校をすることになっています。 

 

児童が学校にいる間に『暴風警報』が発令されそうな 

場合は，事前に「『暴風警報』が発令された場合の対策」 

等の「お知らせ」（通知文）を配布し，その内容にしたがっ 

て対応します。非常時に敏速な対応ができますよう「お知 

らせ」にしっかりと目を通していただきますよう，よろし 

くお願いします。 

なお，学校からは PTA メール配信やホームページを 

使ってのお知らせも行いますので，そちらの方もご活用 

ください。       

飲用水・水筒持参について 
 学校内の水道水は水質管理を徹底していますので，飲用することができます。水筒持参を

希望される方は，以下のことを守っていただきますよう，よろしくお願いします。 

１．当日に煮沸した湯茶にする。 

２．水筒から直接飲まないことが望ましい。児童間での回し飲みはしない。 

３．水筒の内部，キャップは十分洗浄し清潔な状態にする。 

４．登・下校時における水筒振り回しなどの危険な行為は行わない。 

 

「震度 5弱以上の地震」ならびに「特別警報（6種類）

に対する非常措置について」 は以前配布の保存版をごらんください。 

 

「教材費・給食費等」銀行振替のお願い 

 毎月１０日が，銀行振替日となっています。（１０日が土日・祝日の場合は，その翌日） 

４・５月のみ５月に一括振替となります。振替ができない時は，多額の現金を子どもが持

ち運ぶことになり，さまざまな心配事がでてきます。できる限り現金での集金にならない

ように，通帳の残高にご留意していただき，確実に自動振替ができるようにお願いします。 

 



 


